
第

二

千

百

三

十

二

号

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

二
二
七
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

二
二
七

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

二
二
八

○
大
垣
都
市
計
画
公
園
事
業
の
認
可

(

街
路
公
園
課)

二
二
九

○
養
老
都
市
計
画
公
園
事
業
の
認
可

(

同

)

二
二
九

○
岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

下

水

道

課)

二
三
〇

○
大
垣
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

同

)

二
三
〇

○
多
治
見
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(
同

)

二
三
一

○
揖
斐
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(
同

)

二
三
二

公

示

○
争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

(

労
働
雇
用
課)

二
三
一

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
計
画
課)
二
三
一

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)
二
三
二

告

示

岐
阜
県
告
示
二
百
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
保
安
林
を

解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
山
口
二
七
〇
五
の
二
六
、
三
三
六
九
の
二
二
、
三
三
六
九
の
二
三
、
三
三
七
〇
の
九
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

農
道
用
地
と
す
る
た
め

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日



県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

山

東

本

巣
線

路
線
名

美
江
寺

西

結
線

路
線
名

本
巣
市
曽
井
中
島
字
道
下
二
番
一

地
先
か
ら

同

市
同

字
同

八
番
二

地
先
ま
で

区

間

瑞
穂
市
牛
牧
字
宮
下
三
六
九

番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

三
九
五

番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

関本

巣
線

路
線
名

関本

巣
線

路
線
名

関
市
小
屋
名
字
地
蔵
堂
一
〇
二
〇

番
二
地
先
か
ら

同
市
同

字
同

一
〇
二
〇

番
一
〇
地
先
ま
で

区

間

関
市
小
屋
名
字
地
蔵
堂
一
〇

二
〇
番
二
地
先
か
ら

同
市
同

字
同

一
〇

二
〇
番
一
〇
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類

乗
政
下
呂

停
車
場
線

路
線
名

下
呂
市
森
字
藤
ヶ
瀬
四
八
〇
番
の

一
地
先
か
ら

同

市
同
字
島
垣
内
三
一
六
番
の

一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
垣
都
市
計
画

公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

大
垣
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
垣
都
市
計
画
公
園
事
業

４
・
４
・
６
号

赤
坂
ス
ポ
ー
ツ
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
か
ら

同

二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

大
垣
市
草
道
島
町
の
一
部
、
安
八
郡
神
戸
町
大
字
南
方
字
観
音
寺
の
一
部

使
用
の
部
分

な
し

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
垣
都
市
計
画

公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

大
垣
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
垣
都
市
計
画
公
園
事
業

６
・
５
・
１
号

浅
中
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
か
ら

同

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

大
垣
市
浅
中
二
丁
目
の
一
部
、
大
外
羽
四
丁
目
の
一
部
、
西
大
外
羽
四
丁
目
の
一

部
、
上
屋
二
丁
目
の
一
部

使
用
の
部
分

な
し

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
一
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
養
老
都
市
計
画

公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

施
行
者
の
名
称

養
老
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

養
老
都
市
計
画
公
園
事
業

４
・
４
・
１
号

中
央
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
か
ら

同

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

養
老
町
五
日
市
字�
畑
、
字
下
市
場
、
字
柳
原
及
び
字
宮
東
並
び
に
三
神
町
字
南

郷
地
内

使
用
の
部
分

な
し

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
二
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

岐
阜
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業

岐
阜
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
九
年
三
月
二
十
七
日
か
ら

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
三
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

岐
阜
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業

岐
阜
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
九
年
七
月
十
七
日
か
ら

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
四
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
垣
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

神
戸
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
垣
都
市
計
画
下
水
道
事
業

神
戸
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間
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平
成
十
三
年
七
月
十
三
日
か
ら

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
五
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
多
治
見
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

多
治
見
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

多
治
見
都
市
計
画
下
水
道
事
業

多
治
見
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
四
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
六
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
揖
斐
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

池
田
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

揖
斐
都
市
計
画
下
水
道
事
業

池
田
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
一
月
十
六
日
か
ら

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

公

示

○
争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

労
働
関
係
調
整
法(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐

阜
県
民
主
医
療
機
関
連
合
会
労
働
組
合
か
ら
労
働
条
件
の
改
善
等
の
要
求
に
関
し
て
争
議
行
為
を
行
う

旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第

十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

争
議
行
為
の
行
わ
れ
る
日
時

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
午
後
一
時
三
十
分
以
降
四
月
末
日
ま
で

二

争
議
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所

み
ど
り
病
院(

所
在
地
岐
阜
市)

、
す
こ
や
か
診
療
所(

同)

、
華
陽
診
療
所(

同)

、
し
ず
さ
と

診
療
所(

所
在
地
大
垣
市)

及
び
こ
が
ね
だ
診
療
所(

所
在
地
関
市)

の
全
職
場

三

争
議
行
為
の
概
要

前
項
の
職
場
に
お
い
て
、
保
安
要
員
を
除
き
争
議
行
為
を
実
施
す
る
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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市

之

枝

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

羽

島

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
二
二
・

三
・
一
九
か
ら

同

四
・
一
九
ま
で

縦

覧

期

間

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
高
山
市
久
々
野
町
西
洞
の
一
部(

西
洞(

Ⅰ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
高
山
市(

久
々
野
町
西
洞
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
高
山
市(

久
々
野
町
西
洞
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
高
山
市
朝
日
町
黒
川
の
一
部(

黒
川(

Ⅰ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
高
山
市(

朝
日
町
黒
川
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
高
山
市(

朝
日
町
黒
川
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

中
津
川
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
中
津
川
市
蛭
川
の
一
部(

細
野
Ⅰ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称
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岐
阜
県
中
津
川
市(

蛭
川
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
中
津
川
市(

蛭
川
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
瑞
浪
市
土
岐
町
の
一
部(

土
岐
１)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
瑞
浪
市(

土
岐
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
瑞
浪
市(

土
岐
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
瑞
浪
市
稲
津
町
大
字
小
里
の
一
部(

小
里
６)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
瑞
浪
市(

稲
津
町
大
字
小
里
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
瑞
浪
市(

稲
津
町
大
字
小
里
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
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